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【手続補正書】
【提出日】平成30年11月27日(2018.11.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　切替えレバー２０７の長手方向２箇所のうち一方には第１の凹部２０７ｃ１が形成され
、他方には第２の凹部２０７ｃ２が形成されている。さらに、切替えレバー２０７には、
第１の凹部２０７ｃ１および第２の凹部２０７ｃ２をつなぐようにガイド溝部２０７ｄが
形成されている。これら第１の凹部２０７ｃ１、第２の凹部２０７ｃ２およびガイド溝部
２０７ｄには、ボール２１０側に開いたテーパ面２０７ｅが形成されている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　切替えレバー２０７と一体にスライドするストッパ板２１３におけるスライド方向（周
方向）の２箇所のうち一方には大径穴部（第１の開口部）２１３ｂが、他方には大径穴部
２１３ｂより小径の小径穴部（第２の開口部）２１３ｃがそれぞれ形成されている。大径
穴部２１３ｂの内径はフォロワーピン２１２の先端部２１２ａの外径より大きい。すなわ
ち、大径穴部２１３ｂは、後述するように先端部２１２ａの通り抜けを許容する内径を有
する。一方、小径穴部２１３ｃの内径はフォロワーピン２１２の先端部２１２ａの外径よ
り小さい。すなわち、小径穴部２１３ｃは、先端部２１２ａの通り抜けを阻止する内径を
有する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　クリックＯＮ状態（図６、図８（ａ））では、スプリング２１１が発生した付勢力によ
ってボール２１０は切替えレバー２０７の第１の凹部２０７ｃ１に係合し、そのテーパ面
２０７ｅに押圧状態で当接する。これにより、スライド可能な切替えレバー２０７および
ストッパ板２１３は、クリックＯＮ位置Ｐ１で安定する。このとき、フォロワーピン２１
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２の先端部２１２ａは、ストッパ板２１３のうち第１の凹部２０７ｃ１と同じ周方向位置
Ｐ１′に設けられた大径穴部２１３ｂを通り抜けてそこから突出する位置（突出位置）ま
で移動する。そして、フォロワーピン２１２の先端部２１２ａは、クリック板２２０の凹
部２２０ａおよび凸部２２０ｂ（以下、これらをまとめて凹凸部という）に押圧状態で当
接する。このため、操作リング２０１とともにクリック板２２０が回転すると、スプリン
グ２１１により付勢されたフォロワーピン２１２がクリック板２２０の凹凸部２２０ａ，
２２０ｂに対して落ち込んだり乗り上げたりしてクリック感が発生する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　切替えレバー２０７をクリックＯＦＦ位置Ｐ２から図９（ｂ）中のＲ１方向にスライド
させる間およびクリックＯＮ位置Ｐ１から同図中のＲ２方向にスライドさせる間は、図９
（ａ）～（ｃ）に示すＯＮ／ＯＦＦ中間状態となる。このＯＮ／ＯＦＦ中間状態では、ボ
ール２１０は切替えレバー２０７のガイド溝部２０７ｄにおいてテーパ面２０７ｅに当接
する。また、フォロワーピン２１２の先端部２１２ａのうちクリックＯＮ状態でクリック
板２２０の凹凸部２２０ａ，２２０ｂに当接する最先端面（以下、クリック当接面という
）を除いた部分がストッパ板２１３のガイド溝部２１３ｆにおいてテーパ面２１３ｅに当
接する。これにより、フォロワーピン２１２の先端部２１２ａはクリックＯＦＦ状態と同
様にクリック板２２０の凹凸部２２０ａ，２２０ｂから離れた位置に保持される。フォロ
ワーピン２１２のクリック当接面は、クリック板２２０の凹凸部２２０ａ，２２０ｂに当
接してクリック感を決定する重要な部分である。このため、本実施例では、ストッパ板２
１３にガイド溝部２１３ｆを設けてクリック当接面がストッパ板２１３との摺動によって
摩耗することを防止している。つまり、クリック当接面がストッパ板２１３に当接しない
ようにしている。また、ガイド溝部２１３ｆを設けることでスプリング２１１の付勢力を
弱め、切替え途中の感触を軽くすることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　図１０には、前面カバーユニット２のうちベース部材２０８の鏡筒保持部２０８ｅに組
み付けられた切替えレバー２０７を示している。切替えレバー２０７は、鏡筒カバー２０
２に沿って延びる円弧形状を有し、鏡筒保持部２０８ｅに円弧形状に延びるように形成さ
れたガイド溝部２０８ａによってガイドされながら周方向にスライドする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　図１１（ａ）には、前面カバーユニット２のうち、ベース部材２０８から鏡筒カバー２
０２および操作リング２０１を分解して示す。ベース部材２０８の鏡筒保持部２０８ｄに
はクリック切替え機構（切替えレバー２０７等）が組み付けられている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　一方、図１４（ｂ）に示すクリックＯＦＦ状態でも、クリック切替え機構を構成する切
替えレバー２０７、ボール２１０、スプリング２１１、フォロワーピン２１２およびスト
ッパ板２１３は互いに電気的に導通可能となる。ただし、操作リング２０１と一体に結合
しているクリック板２２０に対してフォロワーピン２１２が接触しないために、クリック
切替え機構が電気的に孤立するおそれがある。しかし、本実施例では、板金部材２１４の
腕部２１４ｃが切替えレバー２０７の側面部２０７ｉに接触するため、前面カバーユニッ
ト２の全ての金属部品は前面カバー２０５に電気的に導通可能となる。そして、前面カバ
ー２０５からカメラ１内の他の全ての金属部品に電気的に繋がる。
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